
「第３次札幌市安全で安心なまちづくり等基本計画」の概要 

札幌市では、「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例」に基づき、

「安全で安心なまちづくり及び犯罪被害者等に対する支援」を総合的かつ計画的に推進

するため、「第３次札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画」を策定しまし

た。 

この計画は、犯罪を防止するための活動や犯罪の防止に配慮した環境の整備など、犯

罪を誘発する機会を減らすための取組を行うとともに、不幸にして犯罪被害に遭った市

民に対して、その心情や置かれた状況に配慮した支援を進めていくものです。 

 

１ 計画の名称 

    第３次札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画 

２ 計画の期間 

    令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）まで（５年間） 

３ 計画の概要 

(1) 基本目標 

犯罪のない安全に安心して暮らせるまちの実現 

(2) 基本方針の体系 

・基本方針１ 自らの安全を確保するため、市民一人ひとりの防犯に対する関心を高める 

・基本方針２ みんなの暮らしを守るため、お互いに協力し支え合うまちをつくる 

・基本方針３ 犯罪が起きにくいまちをつくるため、環境の安全性を高める 

・基本方針４ 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する 

４ 重点テーマ・重点取組・達成目標 

      【重点テーマ：子どもの安全】 

項 目 
目 標 値 

（年、年度） 

達 

成 

目 

標 

■重点取組－基本方針１  

「子ども 110 番の家」関連講座の開催 

（防犯関連講座の実施回数） 

合計 10 回 

（R2～R6） 

（2020～2024） 

■重点取組－基本方針２  

ながら防犯の推進 

（ながら防犯の登録人数） 

合計 10,000 人 

（R2～R6） 

（2020～2024） 

■重点取組－基本方針３  

町内会の防犯カメラ設置に対する補助金交付事業 

(防犯カメラの新規設置台数) 

合計 500 台 

（R2～R6） 

（2020～2024） 
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５ 主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 成果指標 

項 目 
基 準 値 

（年、年度） 

目 標 値 

（年、年度） 

実 績 値 

（年、年度） 

成

果

指

標 

１刑法犯認知件数 
11,718 件 

（H30（2018）） 

9,000 件 

（R6（2024）） 

－ 

（R6（2024）） 

２自ら犯罪に遭わないよう防

犯意識をもって暮らしてい

る市民の割合 

89％ 

（H30（2018）） 

95％ 

（R6（2024）） 

－ 

（R6（2024）） 

３地域で防犯活動を行ってい

る市民の割合 

7.5％ 

（H30（2018）） 

25％ 

（R6（2024）） 

－ 

（R6（2024）） 

 

項 目 主 な 事 業 

【基本方針１】 

自らの安全を確保するた

め、市民一人ひとりの防

犯に対する関心を高める 

【重点取組】「子ども 110 番の家」を活用した参加型防

犯講座 

 

・インターネット・SNS による犯罪被害防止に関する

出前講座を新設 

・防犯に有益な犯罪発生マップやアプリ等の新たな情

報ツールによる周知啓発 

【基本方針２】 

みんなの暮らしを守るた

め、お互いに協力し支え

合うまちをつくる 

【重点取組】「ながら防犯」推進のための啓発･支援 

 

・地域防犯活動団体向けセミナー開催 

・「子ども 110 番の家」における事業者との連携 

【基本方針３】 

犯罪が起きにくいまちを

つくるため、環境の安全

性を高める 

【重点取組】町内会等への防犯カメラの設置補助 

 

・街路灯の更新や公園等の整備 

・外国人旅行者への防犯啓発 

【基本方針４】 

犯罪被害者等が再び平穏

な生活を営むことができ

るよう支援する 

・犯罪被害者等に関する情報発信・広報啓発 

・犯罪被害者等の犯罪被害による経済的な負担の軽減 

・犯罪被害者等の精神的な被害の回復に向けた支援 


